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イリノイ州少年司法制度における移送制度の現在
―「自動的移送」(automatic transfer) から

「裁量的移送」(discretionary transfer) への回帰―
今　出　和　利

　保護主義を基調とするアメリカ少年司法は、1960年代後半以降の「デュー・プロセス化」の中で、
刑事司法化したと言われて久しい。しかし2000年代中頃からの「ローパー判決」を初めとする連邦
最高裁の判決は、「子どもと大人は異なる」ことを強調し、審判を行なう際には、非行少年の年齢、
特性、家庭・社会環境等を踏まえた個別的な審理を行なう必要性を説いた。これらの判決は、いわ
ば「厳罰化」の象徴ともいうべき「移送制度」の導入の拡大に対しても、押しとどめる方向で影響
与えている。
　本稿では、少年司法制度のパイオニアとしてその創設以降、全米各州に影響を与えつづけている
イリノイ州にスポットを当てて、「移送制度」とりわけ特に問題とされてきた「自動的移送」の展
開について概観したうえで、最近の動向について整理・検討する。
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増加とそれに対する社会的不安を背景にとした、
いわゆる「厳罰化政策」(get tough policy) のもと、
次第に少年司法制度はその特色が失われ、今や、

「少年司法の刑事司法化」ともいわれる事態となっ
て久しい。

この状態を生み出す大きな要因となったのが、
少年の年齢及び行なった犯罪の重さ等の一定の基
準に従い、その管轄を少年司法から刑事司法へと
移し、成人として裁判を行ない成人と同様の刑罰
を科すことを可能とする「移送制度」(transfer 
system) 導入の拡大であり、現在この制度は、ほ
ぼ全ての州で採用されている。

しかしこの「厳罰化」といわれる潮流の中で、
2000 年代中頃以降、連邦最高裁は、17 歳の少年
に対する死刑を合衆国憲法修正第 8 条に反する
とした「ローパー判決」（2005 年）４を初めとして、
殺人以外の罪を犯した少年に対する「仮釈放の可
能性のない終身刑」を違憲とする「グラハム判決」

（2010 年）５、殺人を犯した少年を含めて全ての
少年に対する「裁判官の裁量の余地なく必要的に
科す絶対的終身刑」を違憲とした「ミラー判決」

（2012 年）６を下した。
これらの判決の詳細については別稿７に譲る

が、この三つの判決において共通して示されたの
は、本来、少年司法制度の最も基本的な前提であ
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はじめに

国が親に代わって子どもの世話をすることを意
味する「パレンス・パトリエ」(Parens Patriae)
理念の下、1899 年にアメリカ・イリノイ州で誕
生した最初の少年司法制度は、その後わずかの間
に全米各州において採り入れられるに至った。

この制度は、審判手続の非形式性、少年裁判所
裁判官への広範の裁量の付与、刑罰とは異なる保
護・教育的な処分等を特色とするものであり、
デュー・プロセスを基本とし、刑罰を科すことが
前提とされる刑事司法制度とは一線を画すものと
して創設された。

しかしその後、「ケント判決」（1966 年）１、「ゴー
ルト判決」（1967 年）２、「ウインシップ判決」（1970 
年）３といった、1960 年代後半以降のアメリカ合
衆国連邦最高裁判所（以下「連邦最高裁」とする）
の判決は、少年裁判所手続にも成人と同様の
デュー・プロセスの諸権利の保障を求め、さらに 
1980 年代以降、少年による凶悪・重大な犯罪の



『現代社会研究』13号

― 102 ―

りながら、「厳罰化政策」の下で置き去られてし
まったともいえる「少年と成人は異なる」(children 
are different from adults) という点の再確認の必
要性であり、裁判官が判決を下す際には、その裁
量 (discretion) をもって少年の家庭環境等ふまえ
た個別的対応をとることの重要性であった。

よって、この点のみをつきつめるならば、「少
年と成年を同様に扱う」移送制度、とりわけ少年
裁判所に移送するかどうかの判断の裁量の余地を
全く認めない、後述する「自動的移送」（Automatic 
Transfer）は、一連の連邦最高裁判決の趣旨に反
するのではないかとの疑義が生じてくる。そして
実際にも、この様な移送制度を採るいくつかの州
では、この点を捉えて訴訟も提起され始めている。

本稿では、少年裁判所法の制定と同時に「移送
制度」をも運用の中で採り、現在も、少年司法制
度のパイオニアとして全米各州に影響を与え続け
ているイリノイ州にスポットを当て、移送制度の
展開について概観した上で、この制度の最近の動
向をみていくこととしたい。

１ 移送制度の概要

移送制度とは、本来的には少年司法制度の下で
扱われるべき少年による事件の管轄を、少年の犯
した罪、年齢、累犯性等を考慮した上で、刑事司
法制度の下へ移し成人として裁判を行なうもので
ある。

もっともこの制度には複数の形態があり、また
多くの州ではその内いくつかを組み合わせて採用
しているため、一律に定義することは困難である。
また仕組みは同様であっても、州によって様々な
呼称が与えられているため厳格に分類することも
難しい。

本稿では、多くの論文、統計、資料等が参照し、
最も一般的で理解しやすいと思われる、司法省の
機関である「少年司法及び非行防止局」（OJJDP）
によるレポート、『刑事裁判所において成人とし
て裁かれる少年』８の分類を参照することとする。

まず、現在各州で採用されている移送制度をお
おまかに分類すると、①少年による事件を刑事裁
判 所 に 移 送 す る か ど う か を 決 め る 裁 量

（discretion）を少年裁判所に与える「少年裁判所
による管轄権放棄」（Judicial Waiver）、②罪を犯
したと思慮される少年が、あらかじめ規定された
年齢、罪種等に該当する場合は、当該事件を少年
裁判所又は刑事裁判所のどちらに送致するかの選
択する裁量を検察官に与える「検察官先議」

（Direct File）又は「競合管轄」（Concurrent 
Jurisdiction)、③罪を犯したと思慮される少年の
年齢、罪種、あるいは少年の犯罪歴があらかじめ
規定された要件に該当する場合には、警察の取調
等の初期手続の段階で少年裁判所の管轄から除外
する「立法による少年裁判所管轄からの排除」

（Statutory[Legislative]Exclusion）又は「自動的
移送」（Automatic Transfer）（本稿では主に後
者の「自動的移送」という呼称を使うこととする）
の三種類に分けることができる９。

特に①「少年裁判所による管轄権放棄」につい
ては、さらに少年裁判所の裁量の「幅」の大きい
順に、a) 少年裁判所に、少年 ( 事件 ) に対する管
轄権を放棄するかどうかの「自由裁量」を与える

「少年裁判所の自由裁量による管轄権放棄」
(Discretionary Waiver)、b）少年裁判所の管轄権
放棄の自由裁量に法的な制限を加え、少年裁判所
には当該規定の対象年齢に達しているか及び当該
犯罪行為を行なったことにつき「信じるにつき相
当の理由があるか」等といった点のみを確認し、
その結果該当すると判断した場合には管轄権放棄
をして刑事裁判所へ移送することとする「義務的
( 必要的 ) 管轄権放棄」 (Mandatory Waiver)、c）
少年自らが少年用の矯正処遇がふさわしいことを
証明しない限り、少年裁判所は当該事件を刑事裁
判所に移送することとする「推定的管轄権放棄」 
(Presumptive Waiver) に分類される１０。

よって上記の整理からも分かる様に、①「少年
裁判所による管轄権放棄」とされる場合でも、少
年裁判所に少年を刑事裁判所に送致するかどうか
を判断するための自由な裁量が与えられているの
は、a)「少年裁判所の自由裁量による管轄権放棄」
のみであり、特に b「義務的管轄権放棄」は、③

「立法による少年裁判所管轄からの排除」に実質
的に近いため、統計によっては「自動的移送」に
分類されることもあることに留意が必要である。
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移送制度自体は、1950 年代までに既に多くの
州において採り入れられることになるが、この時
期に最も一般的な形は、移送判断の裁量はあくま
でも少年裁判所に委ねることを基本とする上記① 
a) の「少年裁判所の自由裁量による管轄権放棄」
であり、この形は、1970 年代までに各州の少年
法制において定着していくことになる１１。

一方で、1980 年代から 90 年代初頭にかけて、
全米において暴力犯罪で逮捕された少年数が 
64% も増えている１２こと等にも現れている様に、
少年による重大な事件の増加とそれに対する社会
の不安を背景に、「少年に対して断固たる措置を
とれ」(Crack down on the Juveniles) との標語の
下、いわゆる「厳罰化政策」が各州の少年司法制
度の中に色濃く反映され、移送制度導入の拡大・
強化という形で顕れることとなった。

特に 1980 年代から 1990 年代にかけての法改
正の傾向として顕著なのが、先述した移送制度の
中でも、移送判断にあたり少年裁判所の裁量を厳
格に制限したり又は全く認めない、上記① b)「義
務的管轄権放棄」、③「法による少年裁判所管轄
からの排除」及び②「検察官先議（又は競合管轄）」
を導入する州の急激な増加であった１３。

1970 年代では、「自動的移送」（ここでは③及
び① b）の両方のことをいう。）を採用したのは 
8 州にすぎなかったが、1985 年には 20 州、さら
に 2000 年には 38 州に至っている。また、少年
事件を少年裁判所又は刑事裁判所のどちらに送致
するかの判断を検察官に委ねる「検察官先議」を
採用した州は 1970 年代では 2 州のみであった
が、1985 年には 7 州、そして 2000 年には 15 州
が採用しており、中には前者、後者共に採用して
いる州もある。

この様な改正に加えて、州によっては、移送の
対象事件を追加しているところもある。例えばペ
ンシルバニア州では、「法による少年裁判所管轄
からの排除」を採用した 1933 年にはその対象を
殺人のみに限定していたが、1996 年改正法では
対象となる犯罪が複数種類追加されている１４。ま
たある調査によると、1992 年から 1999 年までの
間に、ほぼ全ての州が少年を大人として裁くこと
を容易にする方向での法改正を行なっている１５。

２ 移送制度の展開

（１）誕生と拡大
今や各州で広く採り入れられている移送制度で

あるが、筆者が既に別稿１６で紹介した様に、こ
の制度は、イリノイ州で最初の少年司法制度が誕
生したのと同時に採り入れられたと言ってよい。
すなわち「少年司法制度」の歴史は、「移送制度」
の歴史であったとも言えよう。以下、イリノイ州
における移送制度の展開を概観してみることとす
る。

イリノイ州では、1899 年の法制定と同時に、
刑事責任年齢の 10 歳から 16 歳未満（1905 年法
改正で男子 17 歳未満、女子 18 歳未満に引き上
げられた）の少年については、明文の規定はない
ものの実務上、検察官の裁量で大陪審に送致し、
併せて少年裁判所も行為が重大であり再犯性が高
いと判断した少年について大陪審に送致していた
のであった。

すなわち法制定当初から、現在の分類でいうと
ころの「検察官先議」（競合管轄）と「少年裁判
所の自由裁量による管轄権放棄」が、事実上行な
われてきたことになる。

さらに 1907 年には、法改正によって後者は公
式の制度となり、前者についてはその後も「非公
式的制度」として維持され、1935 年、州最高裁
は「ラティモア判決」において、｢犯罪を犯す能
力があるとされる法定年齢に達した少年が『非行
少年』であるという宣告を受けることにより、少
年裁判所が、州刑法違反による刑事罰から少年を
免れさせるための絶対的な避難所になるというこ
とを、〔少年裁判所法の〕立法者は意図していた
わけではなかった｣ と述べ、この運用を容認した
１７。

しかし 1965 年には、州議会はこの判断とは逆
に、すべての移送は裁判所の裁量のもとに行うと
する改正を行ない１８、さらに 1973 年には、1966 
年に連邦最高裁により下された「ケント判決」に
よって求められたデュー・プロセスの保障等の要
請に対応すべく、移送規定の改正を行なった。こ
れにより 13 歳以上であらゆる犯罪を犯した少年
を対象に、検察官が移送の手続を開始することが
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あるとされるが、事実上、少年裁判所の裁判官の
裁量によるものとなる１９。

しかし、先述した様な少年犯罪の急激な増加と
凶悪化を背景に、1982 年、少年裁判所がその年
の年次報告書において、「裁判所の歴史の中で、
最も劇的な変化の中にいる」と評する程２０、移
送制度に大きな変化がもたらされた。これが、少
年裁判所の移送判断の裁量を一切排除して移送す
ることを認める、いわゆる「自動的移送」の導入
である。

州検察官や上院司法委員会を中心に立法化が検
討されていたこの法案は、当初、14 歳以上で広
範に列挙された犯罪を対象とすることが予定され
ていたが、最終的には、「15 歳又は 16 歳の少年
であって、殺人、強姦、性的暴行及び銃器を用い
た武装強盗で起訴された者について、少年裁判所
の審理を経ることなく直接、刑事裁判所に送致す
る」との一定の制限を加えることで成立した２１。

この改正から 3 年後の 1985 年、州議会は、い
わゆる「学校安全法」（Safe School Act）を制定し、
15 歳以上であって、学校から 1000 フィート以内
で薬物犯罪、武器犯罪を犯した者は自動的移送の
対象としたが、1987 年の少年裁判所法の改正で、
この法は少年裁判所法に取り込まれることとな
る。そして 1989 年の改正では、学校のみならず
公共施設から 1000 フィート以内についてもその
対象とされた。 

さらに 1995 年には、対象年齢を 13 歳以上の
少年までに引き下げ、性的暴行、加重誘拐の過程
で生じた第 1 級殺人で起訴された者及び 15 歳以
上の少年であって、ハイジャック等を行なった者
についても、自動的移送の対象とする改正がなさ
れるとともに、Class X と呼ばれる重罪（銃器所
持暴行罪等）については、「推定的管轄権放棄」
の対象とする法改正が行なわれた。 

そして 1999 年には、注 (9) で触れた「一度成
人として扱われた者は、以後、犯罪を犯した場合
には必ず成人として扱われる制度」（Once an 
Adult / Always an adult）も加えられることと
なった２２。

この様に 1982 年に導入された自動的移送規定
は、以降、頻繁に改正が繰り返され、その度に対

象を拡げていくことになるが、同時に少年司法や
福祉に関わる多くの人々や団体等からの強い批判
にさらされることとなる。

（２）自動的移送への批判と薬物犯の扱いの見直し
移送制度の中でも、とりわけ自動的移送制度の

是非につき世に問う契機となったのが、 1988 年
の「シカゴ・ロー・エンフォースメント・スタディ・
グループ」(Chicago Law Enforcement Study 
Group) による報告書であった。この報告書は、
自動的移送が少年による重大犯罪の抑制に成功し
ていない点を指摘し、さらに少年裁判所の裁量に
よる管轄権放棄を修正したものを採り入れること
を提言した。

また 1992 年には、地元有力紙の「シカゴ・サン・
タイムズ」(Chicago Sun Times) が、特に暴力行
為を伴わない薬物犯について自動的移送を行なう
ことは不均衡であるとの調査報告を掲載した。さ
らに 1993 年には、イリノイ州最高裁司法行政に
係る特別委員会が、ここ 10 年で刑事裁判所に移
送される少年の数が増加しているが、移送は犯罪
抑止効果が無いだけでなく、白人と比べて圧倒的
に黒人及びその他の少数人種に適用されていると
いう弊害を生み出しているとの報告を行なった。
そして同委員会は、州議会に対して一旦刑事裁判
所に送られた少年を再び少年裁判所の管轄へと戻
す「ウエィバー・バック」（waiver back）のよ
うな法的な代替規定の制定と、刑事裁判所で有罪
となった少年に対する必要的実刑判決を排除する
ことの検討を提言した２３が、法改正に至ること
はなかった。

自動的移送の採用から約 10 年を経て、いくつ
かの重大な問題点が指摘される一方で、世間を震
撼させるいくつかの少年による事件の発生が、実
際の制度の見直しを阻む一つの要因になっていた
ものと思われる２４。

この様な中、自動的移送制度の対象者と対象犯
罪の現状に改めて疑義を呈したのが、「クック・
カウンティ公選弁護人法律事務所」(Law Office 
of Cook County Public Defender) が 1999 年 10 
月から 2000 年 9 月までの間のクック・カウン
ティの刑事裁判所に自動的移送された少年 393 
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名を調査して、 2001 年 8 月に公表した報告書で
あった。 

この報告書によると、調査対象者中、実に１名
を除く全て（率では 99.6%）が、白人以外のマイ
ノリティーであり、移送された少年の 3 分の 2 
が粗暴犯ではなく薬物犯であり、同様に 3 分の 2 
近くの少年は、自動的移送がなされる前に一度も
少年裁判所による何らかの矯正的なサービスを受
けたことがないとされた。

また、もし少年が薬物犯として刑事裁判所に送
られて有罪となった場合であっても、実際には、
90% 以上の少年はプロベーションかブート・キャ
ンプ収容のいずれかの処分を受けているにも拘ら
ず、法的には刑事上の有罪判決の罰を受けたとし
て拠われることに苦しむことになるとの報告がな
された２５。

この実態調査の結果は特に薬物犯に対する自動
的移送の見直しの契機となり、報告書が公表され
た直後には、全ての薬物犯を自動的移送の対象か
ら外す法案が下院に提出された。しかし、州検察
官組織等からの「犯罪者を甘やかすな」との批判
を受け、2003 年に妥協の策として導入されたの
が、薬物犯で刑事裁判所へ送られた少年について
は、事件の管轄を少年裁判所へ戻すことを可能と
する「ウェイバー・バック」であった２６。もっ
ともこの制度自体は、刑事裁判所に送致される少
年の人数を積極的に減らすものではなかった。

そこで州議会は、2004 年、移送制度について
抜本的な検討をすべく、「刑事裁判所における少
年に対する裁判に関する調査委員会」を設立し、
そこでの議論・報告を受け、2005 年 8 月、①薬
物犯に問われた少年についてはまず少年裁判所で
扱う（学校敷地内にいる少年が 17 歳未満の少年
に薬物を売った場合には、「推定的管轄権放棄」
による。）、②少年裁判所裁判官が「自らの裁量に
よる管轄権放棄」、「推定的管轄権放棄」又は 「混
合量刑」 のいずれを選択するかを決定するために
考慮すべき事項に関する統一的なリストを作成す
るという点と、一方で根強くある「少年に対して
も罪に応じた厳しい罰を科すべきである」との立
場へも配慮し、③銃器を所持した加重暴行罪に対
する自動的移送について「学校から 1000 フィー

ト以内」の限定を取り除く、とする移送制度の縮
小と若干の拡大の両方向のバランスをとるかたち
で改正を行なった２７。

これにより、少年の薬物犯については自動的移
送の対象から排除されることになったため、クッ
ク・カウンティにおいて自動的移送された少年の
人数は、最初の 1 年で 361 名から 127 名に、さ
らに 2 年目には 103 名へと約 3 分の 2 以上も減
少し、自動的移送の対象となった少年の内、約 
90％は粗暴犯が占めるようになったとの報告がな
されている２８。 

1960 年代以降、拡大の一途を辿ってきた移送
制度であったが、この改正は、存置する立場と妥
協を図りつつも、「厳罰化」の象徴であった自動
的移送制度の一部見直しを実現し、移送に初めて
一定の歯止めをかけた点で大きな意義があったも
のと考えられる。

３ 自動的移送制度をめぐる最近の動向

（１）効果の検証
自動的移送は、その名の通り少年事件につき少

年裁判所の介入や裁量を一切許さない点で、保護
主義を理念とする少年司法制度と相容れないもの
と解されてきただけでなく、２（２）で触れた様
に、いくつかの調査によっても、刑事政策的視点
から実際に効果があるのか、という本質的な疑義
が常に呈されてきたところである。

さらに最近では、有力な民間団体によって比較
的詳細な調査が行われ、その結果がイリノイ州の
移送制度の動向に影響を与えている。この調査を
行なったのが、「司法制度の中におかれた少年に
対する具体的な改善と持続的な改革の達成に取り
組む」べく、2000 年に創設されたイリノイ州の
非営利の民間団体である「ジュヴィナイル・ジャ
スティス・イニシアティヴ」（Juvenile Justice 
Initiative）である。 

この団体は、2010 年 1 月 1 日から 2012 年 12 
月 31 日までの 3 年間に、クック・カウンティの
少年拘置施設に収容され、刑事裁判所において起
訴され判決が下された 17 歳未満の 257 名の少年
について調査を行ない、2014 年 4 月、その結果
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を「イリノイ州クック・カウンティにおける子供
たちに対する自動的な成人としての起訴」と題し
た報告書として公表した２９。

これによると、①自動的移送が採用される前の 
1981 年までの少年裁判所裁判官の裁量による移
送の判断が行なわれていた際には、移送された者
の約半分の 48％は第 1 級殺人を含んでいたのに
対して、今回の調査では、第 1 級殺人で適用さ
れた者は全体の内 13％に過ぎないという点から
も、自動的移送は最も重大な犯罪のみに適用され
ているとの一般的理解とは異なり、適用範囲があ
まりにも広範になっている、②自動的移送の適用
を受けた事案のかなり多く（90％）は有罪答弁で
終結したため、当該少年の幼年性、矯正可能性、
あらゆる家庭的・社会的背景といった未成熟性に
関する事項について考察されることはない、③自
動的移送された少年の内、黒人が 83％、ヒスパ
ニックが 16％であったのに対し、白人はたった
１名に過ぎなかったという点からも、移送される
割合が人種によって大きな偏りがある、④少年裁
判所で扱った少年の半分以上は１月以下の拘置期
間に過ぎないのに対して、移送され成人として裁
判を受ける場合は開始まで 377 日から 572 日も
かかること、及び成人として裁判を受けた者の内、
18％が 5 年以下の懲役刑が下されたのに対して、
少年として審理を受け下される処分は 21 歳まで
の施設収容となり、15 歳、16 歳の少年にとって
は、結局、施設において 5、6 年を過ごすことに
なるといった点からも、本来期待されているよう
な成果を生んでいない、⑤ 2007 年の全米調査に
よると、刑事裁判所で裁かれた少年は、少年裁判
所で扱われた少年よりも 34％も多く再犯を行
なっているとの報告がなされており、この点から
も移送制度は公共の安全にむしろ反している、⑥
漫然と成人として起訴することは、少年は成人と
異なり著しく可塑性があるとする最近の発育研究
の結果に反する、そして⑦イリノイ州は、14 し
かない少年裁判所裁判官に少年裁判所又は刑事裁
判所のどちらで扱うかの裁量を与えない州の内の
１つであることからも全米的にみても特異な州で
あり、また 2014 年の 3 月には、国連人権委員会
からアメリカに対して、少年を刑事裁判所に移送

することをやめるように勧告を受けている、と
いった点が指摘されている。

そして本報告書は最後に、「イリノイ州は 18 
歳未満の少年が刑事裁判所で裁かれるべきかどう
かについて判断する権限を、少年裁判所の裁判官
の下に戻すべきである。」と結論づけた３０。

既に紹介してきた様に、自動的移送の効果を疑
う何点かの研究の報告がなされてきたところで
あったが、この報告書は、ミラー判決を契機とし
て「個別的審理」の有効性を見直そうとする昨今
の空気の中でより肯定的に受け入れられ、改正議
論の多くの場面で広く引用・紹介されることと
なった。

（２）自動的移送とイリノイ州最高裁判所 「パター
　　ソン判決」（Illinois vs. Ronald Patterson ）

民間団体による実証的な調査の結果を受け、特
に自動的移送の効果が問われる中、ほぼ期を同じ
くして、司法の場でもあらためて自動的移送規定
の合憲性が争われることとなった。

本稿注 (21) で触れた様に、自動的移送について
はこれが導入された 2 年後の 1984 年、州最高裁
による「J.S. 判決」によって、既にその合憲性は
確認されていた。 

しかし冒頭で触れた、2005 年から 2012 年にか
けての一連の連邦最高裁判決、すなわち、少年は
成人と比べて、未成熟で責任感覚が未発達である、
周囲から悪影響や圧力を受けやすい、人格が十分
に形成されていないといった相違点を強調した
ローパー判決、このローパー判決に依拠しつつ少
年と成人の相異について強調したグラハム判決、
そしてこれら両判決を拠り所に「少年は、憲法上、
刑罰に処するための目的が成人と異なる」とし、
少年であるとの属性が、少年犯罪者に最も過酷な
刑罰（死刑）を科すという刑罰学の正当性をも減
少させるとしたミラー判決が、それぞれ「少年と
成人とは異なる」ことに改めて着目し強調したこ
とにより、そもそも「少年と成人を同等に扱うこ
と」自体、すなわち本来少年裁判所で扱うべき少
年を、少年裁判所に全く裁量を与えることなく刑
事裁判所へと送る自動的移送は、上記判例の趣旨
に従えば認められないのではないか、という疑問
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が投げかけられることになる３１。
イリノイ州では特に、「立法による少年裁判所

管轄からの排除」及び「義務的管轄権放棄」といっ
た自動的移送制度が広く採り入れられていたこと
もあり、この制度によって刑事裁判所へ移送され
有罪判決を受けた少年から、当該手続は憲法に反
するとの訴訟が提起されることとなった。以下、
その概要についてみていくことにする。

2008 年、州立の精神保健施設に収容されてい
た 15 歳の少年ロナルド・パターソンは、同施設
の 25 歳の女性職員を強姦したとして逮捕され、
取り調べの中で容疑を認めた。 

少年はその後、加重性的暴行罪に係る三振
（three counts）規定に基づき、自動的移送条項
が適用され刑事裁判所に移送され、クック・カウ
ンティ巡回裁判所にて懲役 36 年の判決が下され
た。

少年側の控訴を受け、2012 年 6 月 29 日、控
訴裁判所は、カウンティ巡回裁判所が少年の自白
を有効と判断した点を誤りであるとして判決を覆
し差し戻したため、州側は判決を不服とし上訴し
た。それに対して少年側も、「自動的移送条項は、
特に連邦最高裁によるローパー判決、グラハム判
決、ミラー判決（以下「三判決」という）といっ
た最近の修正第 8 条に関する一連の判決を踏ま
えるならば、①以前、自動的移送の合憲性を確認
した州最高裁による J.S. 判決は、連邦最高裁の三
判決によって、若年犯罪者の特質を認識する必要
性が強調された今、もはや自動的移送を正当化す
る根拠にはならず、自動的移送はデュー・プロセ
ス条項に反する、②自動的移送は、連邦最高裁が

「少年は成人と異なる」との根拠とする、現代の
科学的研究で明らかとなった、成人と比べて（1）

「衝動性が高い」こと、（2）「悪影響や他からの圧
力を受けやすい」こと、（3）「向う見ずな行動に
走りやすい」ことといった少年の特徴を考慮せず
に成人と同様の刑罰を科すことになるため、修正
第 8 条の定める「残酷で異常な刑罰の禁止」に
反する、③三判決等で示された理論を踏まえれば、
本件の量刑はあまりにも過酷であるため、州の比
例した罰則条項に反するとの理由により、「自動
的移送条項は違憲である」と主張して交差上訴し

た３２。
2014 年 10 月 17 日、州最高裁は、少年側の主

張それぞれにつき、①デュー・プロセス条項と修
正第 8 条の議論は異なるため、修正第 8 条違反
に関する判例を、デュー・プロセス違反の主張に
援用することはできない３３、②以前、J.S. 判決で
示した様に、移送条項のそもそもの目的は、市民
を最も一般的な暴力犯罪から守るためにあるので
あり少年を罰するためではなく、また、自動的移
送条項の採用にあたっては、立法者が、5 つの重
大犯罪の内少なくとも一つで起訴された年長少年
という限定された対象に対しては、刑事法廷が適
切な審理の場であると判断したのであり、少年側
の「移送条項とより苛酷な刑罰の科刑との間に連
続性がある」との主張はあまりにも説得力に欠け、
修正第 8 条に反するものではない３４、③三判決
で示された論理を適用するのは、全ての刑事罰で
最も厳しいもの（死刑又は終身刑）の科刑に係る
文脈においてのみであり、加重性的暴行罪に係る
三振手続による合計で懲役 36 年の刑罰はこの部
類に入るものではなく、連邦最高裁の三判例は本
事件に適用されるものではない、との判断を示し
た３５。

州最高裁は、この様に基本的には過去の判例に
従って自動的移送条項の合憲性を改めて確認した
上で、一方で以下のような一文を付け加えた。

「しかしながら我々は、連邦最高裁の最近の判例法及び

イリノイ州の自動的移送規定におけるあらゆる司法的

裁量の余地の欠如についての本判決の反対意見の双方

で示されている懸念については共有するものである。

現代の研究は、少年の特有な資質や性格が少年の判断

や行動に影響を与えることについて認めるのに対し

て、自動的移送規定はそれを認めない。むしろ、自動

的移送条項の義務的な特性は、この事実を否定してい

る。

 したがって我々は議会に対して、これらの少年事件に

おける訴訟手続に適切な対応を決定するにあたり司法

的裁量の行使の必要性を指摘している現代の科学的、

社会学的論拠に基づき、自動的移送規定を再検討する

ことを強く勧めるものである。」３６
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イリノイ州最高裁判所は、現行の自動的移送条
項の違憲性については、連邦最高裁の三判決の影
響を受けるものではないとし、過去に自らが下し
た自動的移送の合憲性を確認した J.S. 判決等の判
例に変更はないことを明言した。 

しかし、長文に及ぶ判決の終盤に付されたこの
一文において、連邦最高裁で示された理論に理解
を示し、自動的移送条項はその理論の前提にある
科学的研究に反する旨を言及し、立法権に対して
法改正の検討をすべきであるとの異例の「勧告」
を行なった。

もちろんこの「勧告」に法的効力はないが、
1982 年以降、自動的移送条項がその対象範囲を
拡大していく中、訴訟が提起される度にその合憲
性を確認してきた州最高裁が、最近の連邦最高裁
の三判決を強く意識してこの様な「勧告」を行なっ
たことは、自動的移送制度の是非をめぐる議論に
決定的な影響を与えることとなった。

おわりに

ジュヴィナイル・ジャスティス・イニシアティ
ヴによる報告書、そして州最高裁の「勧告」等を
追い風に、現在イリノイ州では、自動的移送制度
の縮小に向けた具体的な動きが進行している３７。

2014 年 2 月には、自動的移送を見直し、刑事
裁判所に送致する場合には、当該非行少年の個別
的審理を行なうこと定める法案（HB4538）が下
院に提出されたが、審議未了により成案とはなら
なかった３８。2015 年 2 月には、この法案をたた
き台に再び全ての自動的移送を廃止する法案

（HB172）が下院に提出されたものの、この法案
もまた、根強い反対により成立には至らない中で
提案されたのが、15 歳以下の少年に対する自動
的移送を全て廃止し、16 歳、17 歳の少年に対す
る自動的移送を第 1 級殺人罪、加重性的暴行罪
及び銃器所持加重暴行罪のみに限定する、という
妥協案（HB3718）であった３９。 

2015 年 5 月、この法案はついに州議会により
可決され、同年 8 月の州知事の署名を経て、 2016 
年 1 月から施行されている。 

今回の改正は、1982 年に導入されて以来、批

判の強かった「自動的移送」について、その対象
年齢を３歳引き上げ、併せて対象犯罪をより重大
なものに限定することで、少年司法制度が本来的
に予定していた、裁判官による対象少年の年齢、
特性、犯罪への加担状況及び社会的・家庭的環境
等を検討・考慮する個別的審理を回復し、またそ
の重要性の認識を経験的なものから科学的な研究
成果に基づくものへと転換しつつ、少年裁判所裁
判官による「裁量的移送」を追求しようとする試
みであった。そしてこの様な動きは今後、イリノ
イ州のみならず自動的移送を採る他州へも波及し
得るものと考えられる。

ただし本稿でも概観した様に、そもそも移送制
度は当初から少年司法制度と不可分のものとして
展開してきた歴史があり、近年の連邦最高裁によ
る子供と大人の違いを重視するスタンスに立った
としても、アメリカにおいて移送制度自体が消滅
又は極端に縮小されるようなことはほとんど考え
られないように思う。むしろ少年裁判所が、少年
審判においていかに「自由裁量による管轄権放棄」
を適切かつ効果的に行使するのかが、自動的移送
制度の縮小の方向に向かいつつあるアメリカの少
年司法にとって重要なポイントとなるように思わ
れる。

最後に日本との比較的視点から、一つ触れてお
きたい。日本において、アメリカの移送制度に近
いものとして挙げられるのが、①家庭裁判所は、
調査の結果その罪質及び情状に照らして刑事処分
を相当と認めるときは、検察官に送致しなければ
ならないとする「検察官送致」（少年法第 20 条
第 1 項）及び② 16 歳以上の少年による故意の犯
罪行為で被害者を死亡させた罪の事件について
は、家庭裁判所は、ただし書に定める例外（犯行
の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年
齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処
分以外の措置を相当と認めるとき）を除き検察官
に送致しなければならないとする「原則逆送」（同
条第 2 項）である。 

特に、2000 年の法改正に伴い②が新たに導入
された際には、アメリカの自動的移送になぞらえ
て、アメリカで生じてきた様な「厳罰化」による
弊害を懸念する声がかなり多くみられた。
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